
   ⻑ 崎 市 快 適 住 ま い づ く り ⽀ 援 費 補 助 ⾦ 交 付 要 綱 

令 和 8 年 ３ ⽉ ２ ７ ⽇ ⻑ 崎 市 告 ⽰ 第 ２ ５ ２ 号 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 住 宅 の 性 能 向 上 等 の 居 住 環 境 改 善 及 び 本 市 内 に 発 生

す る 空 き 家 の 抑 制 を 図 る と と も に 、 地 場 産 業 の 活 性 化 に 資 す る た め 、 本

市 内 に 存 す る 住 宅 の 改 修 工 事 （ 以 下 「 改 修 工 事 」 と い う 。） を 行 う 者 に

対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 ⻑ 崎 市 快 適 住 ま い づ く り ⽀ 援 費 補 助 ⾦ （ 

 以 下 「 補 助 ⾦ 」 と い う 。） を 交 付 す る こ と に つ い て 、 ⻑ 崎 市 補 助 ⾦ 等 交

付 規 則 （ 昭 和 ６ ３ 年 ⻑ 崎 市 規 則 第 ２ １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定

め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 補 助 対 象 者 ） 

第 ２ 条  補 助 ⾦ の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。） は 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。 

⑴  改 修 工 事 を 行 う 住 宅 の 所 有 者 （ 不 動 産 登 記 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １

２ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 ９ 号 に 規 定 す る 登 記 簿 に お い て 、 所 有 者 と し て 記 録

さ れ て い る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） で あ っ て 、 そ の 住 宅 に 居 住 し 、 又

は 規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 補 助 ⾦ の 実 績 報 告 を 行 う 時 点 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 実 績 報 告 時 点 」 と い う 。） で 改 修 し た 当 該 住 宅 に 居 住 す

る こ と が 確 実 で あ る と 市 ⻑ が 認 め る も の 

⑵  補 助 ⾦ の 交 付 の 申 請 を す る 時 点 で 改 修 工 事 を 行 う 住 宅 の 所 有 者 と な

る 予 定 の 者 で あ っ て 、 実 績 報 告 時 点 で 改 修 し た 当 該 住 宅 を 所 有 し 、 居

住 す る こ と が 確 実 で あ る と 市 ⻑ が 認 め る も の 

⑶  住 宅 の 所 有 者 が 死 亡 し 、 当 該 住 宅 が 未 相 続 の 場 合 に お い て 、 当 該 所



有 者 の ２ 親 等 以 内 の 親 族 の う ち 、 そ の 住 宅 に 居 住 し て い る 者 又 は そ の

住 宅 に 居 住 し て い な い 者 で あ っ て 、 実 績 報 告 時 点 で 改 修 し た 当 該 住 宅

に 居 住 す る こ と が 確 実 で あ る と 市 ⻑ が 認 め る も の 

⑷  住 宅 の 所 有 者 が 、 市 ⻑ が 特 に 認 め る 事 情 に よ り 当 該 住 宅 を 転 出 し 、

又 は 交 付 の 申 請 が 困 難 な 場 合 で あ っ て 、 当 該 所 有 者 か ら の 改 修 工 事 の

委 任 を 受 け た 次 に 掲 げ る も の 

ア  当 該 所 有 者 と 同 居 し て い た 当 該 所 有 者 の ２ 親 等 以 内 の 親 族 で 引 き

続 き 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 者 

イ  ２ 親 等 以 内 の 親 族 の う ち 、 実 績 報 告 時 点 で 改 修 し た 当 該 住 宅 に 居

住 す る こ と が 確 実 で あ る と 市 ⻑ が 認 め る 者 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 ⼀ 年 度 内 に お い て 、 ⻑ 崎 市 ⼦ 育 て 住 ま い

づ く り ⽀ 援 費 補 助 ⾦ の 交 付 を 受 け た 者 （ ⻑ 崎 市 ⼦ 育 て 住 ま い づ く り ⽀ 援

費 補 助 ⾦ 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ８ 年 ⻑ 崎 市 告 ⽰ 第 ５ ４ ８ 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に

よ り 不 交 付 の 決 定 の 通 知 を 受 け た 者 又 は 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 若 し く は 同 要

綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 申 請 の 取 下 げ を 行 っ た 者 を 除 く 。） は 、 補 助 対

象 者 と し な い 。 

 （ 補 助 対 象 住 宅 ） 

第 ３ 条  補 助 ⾦ の 交 付 の 対 象 と な る 住 宅 （ 以 下 「 補 助 対 象 住 宅 」 と い う 。 

 ） は 、 自 己 の 居 住 の 用 に 供 し 、 又 は 供 す る 予 定 の 本 市 内 に 存 す る 住 宅 （ 

 マ ン シ ョ ン 等 の 集 合 住 宅 に あ っ て は 補 助 対 象 者 が 専 有 し 、 又 は 専 有 す る

予 定 の 部 分 、 店 舗 、 事 務 所 、 賃 貸 住 宅 等 と の 併 用 住 宅 に あ っ て は 補 助 対

象 者 の 居 住 の 用 に 供 し 、 又 は 供 す る 予 定 の 部 分 に 限 る 。） と す る 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 ⾦ の 交 付 の 申 請 を す る ⽇ （ 以 下 「 申 請

⽇ 」 と い う 。） か ら 過 去 １ ０ 箇 年 度 の 間 に 、 こ の 補 助 ⾦ 又 は 本 市 が 行 う

類 似 の 補 助 制 度 （ 既 に 廃 止 し 、 又 は 失 効 し た も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。）



の 適 用 を 受 け 、 取 得 し 、 又 は 改 修 し た 住 宅 は 、 補 助 対 象 住 宅 と し な い 。 

 （ 補 助 対 象 工 事 ） 

第 ４ 条  補 助 ⾦ の 交 付 の 対 象 と な る 工 事 （ 以 下 「 補 助 対 象 工 事 」 と い う 。 

 ） は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す も の と す る 。 

⑴  本 市 内 に 本 社 を 有 す る 法 人 又 は 本 市 内 に 住 所 を 有 す る 個 人 （ 以 下 「 

 施 工 業 者 」 と い う 。） が 施 工 す る も の で あ る こ と 。 

⑵  補 助 ⾦ の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る

額 を 除 く 。 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。） が ２ ０ 万 円 以 上 で あ る こ

と 。 

⑶  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 の あ っ た ⽇ か ら 起 算 し て ９ ０ ⽇

以 内 に 着 手 す る も の で あ る こ と 。 

⑷  別 表 の 左 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 工 事 で あ っ て 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 条 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 工 事 は 、 補

助 対 象 工 事 と し な い 。 

⑴  補 助 ⾦ の 交 付 の 決 定 の 前 に 着 手 し た 工 事 

⑵  新 築 、 増 築 又 は 改 築 工 事 

⑶  下 水 道 接 続 工 事 

⑷  電 話 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 配 線 工 事 

⑸  公 共 工 事 の 施 行 に 伴 う 補 償 工 事 

⑹  解 体 工 事 （ 補 助 対 象 工 事 に 係 る 撤 去 等 を 除 く 。） 

⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 ⻑ が 補 助 の 対 象 と し て 不 適 当 と 認 め

る 工 事 

 （ 補 助 対 象 経 費 ） 

第 ５ 条  補 助 対 象 経 費 は 、 補 助 対 象 工 事 に 要 す る 経 費 と す る 。 た だ し 、 次



に 掲 げ る 経 費 は 、 補 助 対 象 経 費 に 含 ま な い も の と す る 。 

⑴  備 品 に 係 る 費 用 

⑵  使 途 が 明 確 で な い 費 用 

⑶  同 ⼀ 年 度 に 本 市 若 し く は 国 等 の 他 の 制 度 に 基 づ く 補 助 等 を 受 け 、 又

は 受 け る 予 定 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 助 等 の 対 象 と な る 経 費 

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 ⻑ が 補 助 の 対 象 と し て 不 適 当 と 認 め

る 経 費 

 （ 補 助 ⾦ の 額 ） 

第 ６ 条  補 助 ⾦ の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ５ 分 の １ に 相 当 す る 額 と し 、 そ の

額 に 1, ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す

る 。 

２  前 項 の 補 助 ⾦ は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 額 を 上 限 と す る 。 

⑴  空 き 家 （ 申 請 ⽇ （ 申 請 者 が 申 請 ⽇ の １ 年 前 に 当 た る ⽇ か ら 申 請 ⽇ ま

で の 間 に 補 助 対 象 住 宅 に 転 居 を し た 場 合 に あ っ て は 、 転 居 を し た ⽇ ）

の １ 年 以 上 前 か ら 引 き 続 き 居 住 し て い な い ⼀ ⼾ 建 て 住 宅 で 耐 震 性 能 を

有 す る も の を い う 。 第 ８ 条 第 ３ 項 第 ６ 号 に お い て 同 じ 。） を 改 修 す る

場 合  ２ ０ 万 円 

⑵  前 号 に 掲 げ る 住 宅 以 外 の 住 宅 を 改 修 す る 場 合  １ ０ 万 円 

 （ 補 助 回 数 ） 

第 ７ 条  補 助 ⾦ の 交 付 は 、 同 ⼀ 年 度 内 で 、 同 ⼀ 補 助 対 象 住 宅 又 は 同 ⼀ 補 助

対 象 者 に つ い て １ 回 限 り と す る 。 

 （ 交 付 の 申 請 ） 

第 ８ 条  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 期 ⽇ は 、 補 助 対 象 年 度 の １ ⽉ ３ １ ⽇ （ そ の ⽇

が ⽇ 曜 ⽇ 若 し く は 土 曜 ⽇ 又 は 国 ⺠ の 祝 ⽇ に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律



第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 ⽇ （ 以 下 こ の 項 及 び 第 １ １ 条 第 ３ 項 に お い て

「 休 ⽇ 」 と い う 。） に 当 た る と き は 、 そ の ⽇ 前 に お い て 、 そ の ⽇ に 最 も

近 い 休 ⽇ で な い ⽇ ） と す る 。 

２  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 書 類 は 、 改 修 計 画 書 （ 第 １ 号 様 式 ） と す る 。 

３  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 市 ⻑ が 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 は 、 次 に 掲

げ る 書 類 と す る 。 た だ し 、 市 ⻑ が 特 に 認 め る と き は 、 そ の ⼀ 部 を 省 略 す

る こ と が で き る 。 

⑴  補 助 対 象 住 宅 の 所 有 者 で あ る こ と を 確 認 で き る 書 類 

⑵  補 助 対 象 工 事 の 内 訳 明 細 を ⽰ し た 見 積 書 の 写 し 

⑶  補 助 対 象 住 宅 の 全 体 及 び 補 助 対 象 工 事 の 施 工 予 定 箇 所 の 写 真 

⑷  委 任 状 （ 第 ２ 号 様 式 ） （ 補 助 ⾦ の 交 付 の 申 請 手 続 を 代 理 人 が 行 う 場

合 に 限 る 。）  

⑸  住 宅 改 修 工 事 に 係 る 委 任 状 （ 第 ３ 号 様 式 ）、 補 助 対 象 住 宅 の 所 有 者

の 住 所 が 確 認 で き る 住 ⺠ 票 の 写 し 及 び 所 有 者 と 補 助 対 象 者 と の 続 柄 が

確 認 で き る ⼾ 籍 謄 本 （ 第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。） 

⑹  １ 年 以 上 居 住 者 が い な い こ と を 確 認 で き る 書 類 及 び 耐 震 性 を 有 す る

こ と を 確 認 で き る 書 類 （ 空 き 家 を 改 修 す る 場 合 に 限 る 。）  

⑺  そ の 他 市 ⻑ が 必 要 と 認 め る 書 類 

４  規 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の

書 類 は 、 省 略 す る も の と す る 。 

５  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 ⾦ の 交 付 の 申 請 は 、 規 則 第 ３ 条 第 １

項 の 補 助 ⾦ 等 交 付 申 請 書 に 代 え て 、 ⻑ 崎 市 快 適 住 ま い づ く り ⽀ 援 費 補 助

⾦ 交 付 申 請 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） と す る 。 

 （ 交 付 又 は 不 交 付 の 決 定 通 知 ） 

第 ９ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 ⾦ の 交 付 の 決 定 は 、 規 則 第 ６ 条



第 １ 項 の 補 助 ⾦ 等 交 付 決 定 通 知 書 に 代 え て 、 補 助 ⾦ 交 付 決 定 通 知 書 （ 第

５ 号 様 式 ） と す る 。 

２  規 則 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 補 助 ⾦ 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 第

６ 号 様 式 ） と す る 。 

 （ 計 画 変 更 の 申 請 ） 

第 １ ０ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る と き は 、 速 や か に 補 助 ⾦ 交 付 申 請 内 容 変 更 申 請 書 （ 第 ７ 号

様 式 ） を 市 ⻑ に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 補

助 対 象 工 事 の 改 修 内 容 等 の 変 更 が 軽 微 で 、 補 助 ⾦ の 交 付 決 定 額 に 変 更 が

な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑴  補 助 対 象 工 事 の 改 修 内 容 等 を 変 更 す る と き 。 

⑵  補 助 対 象 工 事 の ⾦ 額 を 変 更 す る と き 。 

⑶  そ の 他 市 ⻑ が 必 要 と 認 め る と き 。 

２  市 ⻑ は 、 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 申 請 を 受 け 、 承 認 し た 場 合 は 補 助 ⾦

交 付 申 請 書 内 容 変 更 承 認 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 、 承 認 し な か っ た

場 合 は 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 内 容 変 更 不 承 認 通 知 書 （ 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 申

請 者 に 対 し て 通 知 す る も の と す る 。 

 （ 申 請 の 取 下 げ ） 

第 １ １ 条  申 請 者 は 、 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 取 下 げ の ほ か 、

補 助 ⾦ の 交 付 の 申 請 後 に 申 請 し た 補 助 対 象 工 事 を 中 止 し よ う と す る 場 合

は 、 申 請 の 取 下 げ を す る こ と が で き る 。 

２  前 項 の 申 請 の 取 下 げ は 、 補 助 ⾦ 交 付 申 請 取 下 書 （ 第 １ ０ 号 様 式 ） に よ

る も の と す る 。 

３  規 則 第 ７ 条 第 １ 項 の 別 に 定 め る 期 ⽇ 及 び 第 １ 項 の 申 請 の 取 下 げ の 期 ⽇

は 、 補 助 対 象 年 度 の ３ ⽉ １ ０ ⽇ （ そ の ⽇ が 休 ⽇ に 当 た る と き は 、 そ の ⽇



前 に お い て 、 そ の ⽇ に 最 も 近 い 休 ⽇ で な い ⽇ 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 

） と す る 。 

 （ 実 績 報 告 書 ） 

第 １ ２ 条  規 則 第 １ ２ 条 の 別 に 定 め る 期 ⽇ は 、 補 助 対 象 工 事 の 完 了 の ⽇ （ 

 工 事 完 了 証 明 書 （ 第 １ １ 号 様 式 ） に 記 載 さ れ た 完 工 ⽇ 又 は 補 助 対 象 工 事

の 代 ⾦ の ⽀ 払 が 分 か る 書 類 に 記 載 さ れ た 補 助 対 象 工 事 の 完 了 を ⽰ す ⽇ の

い ず れ か 遅 い ⽇ を い う 。） か ら 起 算 し て ３ ０ ⽇ を 経 過 し た ⽇ 又 は 補 助 対

象 年 度 の ３ ⽉ １ ０ ⽇ の い ず れ か 早 い ⽇ と す る 。 

２  規 則 第 １ ２ 条 第 ２ 号 の 市 ⻑ が 必 要 と 認 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と

す る 。 

⑴  補 助 対 象 工 事 の 施 工 完 了 箇 所 の 写 真 

⑵  工 事 完 了 証 明 書 

⑶  性 能 証 明 書 等 性 能 が 確 認 で き る 書 類 （ 第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 で そ の 事

実 を 明 ら か に す る こ と が で き る 場 合 を 除 く 。）  

⑷  住 ⺠ 票 の 写 し （ 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 該 当 す る 場 合

（ 補 助 対 象 者 が 申 請 ⽇ の 時 点 か ら 補 助 対 象 住 宅 に 居 住 し て い る 場 合 を

除 く 。） に 限 る 。）  

⑸  建 物 登 記 事 項 証 明 書 （ 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 に 限 る。） 

⑹  そ の 他 市 ⻑ が 必 要 と 認 め る 書 類 

３  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 ⾦ の 実 績 報 告 は 、 規 則 第 １ ２ 条 の 補

助 事 業 等 実 績 報 告 書 に 代 え て 、 完 了 実 績 報 告 書 （ 第 １ ２ 号 様 式 ） に よ る

も の と す る 。 

 （ 補 助 ⾦ の 額 の 確 定 ） 

第 １ ３ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 ⾦ の 額 の 確 定 は 、 規 則 第 １ ３

条 の 補 助 ⾦ 等 確 定 通 知 書 に 代 え て 、 補 助 ⾦ 確 定 通 知 書 （ 第 １ ３ 号 様 式 ）



に よ る も の と す る 。 た だ し 、 確 定 し た 補 助 ⾦ の 額 が 、 規 則 第 ６ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 通 知 し た 交 付 決 定 ⾦ 額 と 同 ⼀ の と き は 、 規 則 第 ２ １ 条 の 規

定 に よ り 、 規 則 １ ３ 条 に 規 定 す る 手 続 は 、 省 略 す る も の と す る 。 

 （ 財 産 の 処 分 の 制 限 ） 

第 １ ４ 条  規 則 第 １ ９ 条 た だ し 書 の 市 ⻑ が 別 に 定 め る 期 間 は 、 減 価 償 却 資

産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） に 定 め ら

れ た 資 産 の 耐 用 年 数 （ 当 該 耐 用 年 数 が １ ０ 年 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、

１ ０ 年 間 ） と す る 。 

 （ 補 助 ⾦ の 交 付 手 続 の 特 例 ） 

第 １ ５ 条  規 則 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 、 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 手 続

（ 規 則 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の ⼀ 部 を 取 り 消 す 場

合 に 限 る 。） 及 び 規 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 手 続 は 、 省 略 す る も の

と す る 。 

 （ 委 任 ） 

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 ⻑ が 別 に 定 め

る 。 

   附  則 

 （ 施 行 期 ⽇ ） 

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ ⽉ １ ⽇ か ら 施 行 す る 。 

 （ こ の 要 綱 の 失 効 ） 

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ １ 年 ３ ⽉ ３ １ ⽇ 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

同 ⽇ ま で に 補 助 ⾦ の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 に 係 る こ の 要 綱 の 規 定 は 、 同

⽇ 以 降 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。   



別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）

区分 工事種別 条  件 

省
エ
ネ
化
に
資
す
る
工
事 

１ 屋根、外壁の塗装工
事 

屋根又は外壁を遮熱・断熱性能のある塗料により、塗り
替える工事であること。 

２ 屋根の葺替え又は外
壁の張替工事 

遮熱・断熱性能のある屋根材への葺替え又は外壁材への
張替工事であること。 

３ 断熱改修等工事 屋根、天井、壁、床、開口部及び基礎の断熱改修を行う
工事であること。 

４ 浴槽の取替工事 高断熱浴槽への取替工事であること。 

５ トイレの取替工事 節水型トイレへの取替工事であること。 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
資
す
る
工
事 

１ 浴室を改修する工事 

入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増
加させる工事であること。 
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事である
こと。 
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入
りを容易にする設備を設置する工事であること。 
バリアフリーに配慮したユニットバスに取り替える工事
であること。 

２ 便所を改修する工事 

排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増
加させる工事であること。 

便器を座便式のものに取り替える工事であること。 

座便式の便器の座高を高くする工事であること。 

３ 手摺を設置する工事 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれら
を結ぶ経路に手摺を取り付ける工事であること。 

４ 床を改修する工事 

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれら
を結ぶ経路の床の段差を解消する工事であること。 
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれら
を結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工
事であること。 

５ 通路、出入口を拡張
する工事 

介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口
の幅を拡張する工事であること。 

６ 出入口を改良する工
事 

出入口の⼾を改良する工事であって、次のいずれかに該
当するものであること。 
⑴ 開⼾を引⼾、折⼾等に取り替える工事 
⑵ 開⼾のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工

事 
⑶ ⼾に⼾車その他の⼾の開閉を容易にする器具を設置

する工事 
７ 階段を設置、改良す

る工事 
階段の設置（既存の階段の撤去を伴うものに限る。）又
は改良によりその勾配を緩和する工事であること。 

８ スロープ等を設置す
る工事 

外部出入口までの屋外通路にスロープ・手すりを設置す
る工事であること。 



９ 車いす対応の機器の
取替工事 

車いす対応の流し台又は洗面台への取替工事であるこ
と。 

  

居
住
性
向
上
に
資
す
る
工
事 

１ 間取りの変更工事 １か所以上の間仕切り壁の撤去又は新設工事を含む居室
の改修工事であること。 

２ 流し台の取替工事 機能の向上がみられるシステムキッチン等への取替工事
であること。 

３ 洗面台の取替工事 機能の向上がみられる洗面台への取替工事であること。 

４ 防音・遮音性を向上
させる工事 

壁、床、開口部に防音・遮音性を向上させる材料を設置
する工事であること。 

５ 便所の増設工事 増改築を伴わない便所の増設工事であること。 

６ 機能性の高い内壁材
等への張替工事 

傷又は汚れに強い等の機能性の高い内壁材や壁紙への張
替工事であること。 

７ 床暖房設備の設置工
事 機能の向上がみられる床暖房設備の設置工事であること。

８ 収納に係る工事 収納位置若しくは形態を変えるための工事又は固定式収
納棚の設置工事であること。 

耐
久
性
向
上
に 

資
す
る
工
事 

１ 防災瓦等への葺替え
工事 

耐震・耐風性能のある防災瓦等への屋根材の葺替え工事
であること。 

２ シーリング打替工事 外壁よりの雨水の侵入を防ぐシーリングの打替工事であ
ること。 

３ 雨⼾の新設工事 建物の耐久性向上を図り新たに雨⼾又はシャッターを設
置する工事であること。 

防
犯
性
向
上
に 

資
す
る
工
事 

１ 防犯性の高い外部サ
ッシ等への取替 

ピッキングの困難な錠を含む玄関サッシ取替であること。

合わせ、網入り、強化ガラス等へのガラス取替であるこ
と。 

２ 面格⼦の新設 防犯上有効な場所への面格⼦の新設工事であること。 

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

改 修 計 画 書 

申 請 者 
氏  名 
生年⽉⽇    年  ⽉  ⽇ 
連 絡 先 

対象の住宅の 
所在地及び所有者 

所 在 地（地番） 
所有者名 

改修の概要 

 
 
 
 
 
 
 
申請外の工事    □無し   □有り（        ） 

増改築の有無    □無し   □有り（        ） 

工事予定期間    年  ⽉  ⽇ 〜    年  ⽉  ⽇ 

施工業者名 

所 在 地 
本社所在地 

 
 
 

氏名・名称 
 
 
 

担当者名 
 
 
 

連絡先 
 
 
 

工事経費総額 円（税込） 

補助対象経費 円（税抜） 

交付申請額 円     

空き家利用 有 無 



第 ２ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

委  任  状 
 

委任される人（代理人） 
 

住   所 
（電話番号） 
 
代理人氏名 

 
 

私は、上記の者を、⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦に係る申請等の手続の代理人と
定めます。 
 
       年  ⽉  ⽇ 
 
 

委任する人（申請者） 
 

住   所 
 
申請者氏名 



第 ３ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

住 宅 改 修 工 事 に 係 る 委 任 状 

 
（あて先）⻑崎市⻑ 
 
甲は、次の通り住宅改修工事を、乙に委任します。 

 
    年  ⽉  ⽇ 

 
 

甲   委 任 者  
（住  所） 
 
 
（氏  名） 

 
乙   受 任 者  

（住  所） 
 
 
（氏  名） 

 
 
 
１ 委任する工事名                        
 
２ 委任する工事の施工場所                    
 
３ 委任する理由                         
 



第 ４ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦交付申請書 
 

  年  ⽉  ⽇ 
 
（あて先）⻑崎市⻑ 
 

申請者 
住  所  
 

（ふりがな） 
氏  名 

 
⻑崎市補助⾦等交付規則第３条第１項の規定により、快適住まいづくり⽀援費補助⾦の交

付について、次のとおり申請します。 
なお、申請内容確認のために必要があるときは、他の補助制度の活用状況、市税等の納付

状況、固定資産に関すること及び住⺠基本台帳等について、市⻑が関係機関に調査を行うこ
とについて、同意します。 

交付申請額 ⾦            円 

申 出 事 項 

申請する建物等に対して、本年度、他の制度に基づく補助（その予定及
び無利⼦貸付⾦等を含む。）の有無 
→ 有（                 ） ・ 無 
申請する建物等に対して、過去にこの補助⾦又は本市が行う類似の補助
制度に基づく補助の有無 
→ 有（   年度：           ） ・ 無 

添 付 書 類  

 



第 ５ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 交 付 決 定 通 知 書 
 

第       号 
  年  ⽉  ⽇ 

 
住所 
氏名           様 

 
⻑崎市⻑            

 
 
    年  ⽉  ⽇付けで申請のあった⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦の交付に
ついては、次のとおり決定したので、通知します。 

交 付 決 定 ⾦ 額 ⾦            円 

補 助 対 象 経 費 等 
工事経費総額（消費税等相当額含む）           円 
補助対象経費                      円 

交  付  条  件 

 
 

 



第 ６ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 不 交 付 決 定 通 知 書 
 

第       号 
  年  ⽉  ⽇ 

住所 
氏名           様 

⻑崎市⻑            
 
 
    年  ⽉  ⽇付けで申請のあった⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦につ
いては、次の理由により交付しないことと決定したので、通知します。 

交付しないことと 

決 定 し た 理 由 
 

 



第 ７ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 交 付 申 請 内 容 変 更 申 請 書 
 

  年  ⽉  ⽇ 
 
（あて先）⻑崎市⻑ 

 
住  所 

 
 

氏  名 
 
 
⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦交付要綱第１０条第１項の規定により、次のとおり

申請します。 

交付決定年⽉⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

変 更 前 

工事概要：  

工事経費総額（消費税等相当額を含む。） 円 

補助対象経費 円 

交付決定額 円 

変 更 後 

工事概要：  

工事経費総額（消費税等相当額を含む。） 円 

補助対象経費 円 

交付申請額 円 

変更理由  

添付書類  

 



第 ８ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 内 容 変 更 承 認 通 知 書 
 

第       号 
  年  ⽉  ⽇ 

 
住所  
氏名           様 
 

⻑崎市⻑            
 
 
    年 ⽉ ⽇付けで申請のあった内容変更については、次のとおり承認したので、⻑
崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦交付要綱第１０条第２項の規定により通知します。 

交 付 決 定 年 ⽉ ⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

変 更 前 

工事概要：  

工事経費総額（消費税等相当額を含む。）  

補助対象経費  

交付決定額  

変 更 後 

工事概要：  

工事経費総額（消費税等相当額を含む。）  

補助対象経費  

交付決定額  

承認条件  



第 ９ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）

補助⾦交付申請書内容変更不承認通知書  
 

第       号 
  年  ⽉  ⽇ 

 
住所  
氏名           様 
 

⻑崎市⻑            
 
 
    年 ⽉ ⽇付けで申請のあった⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦の内容変更に
ついては次のとおり不承認としたので通知します。 

交 付 決 定 年 ⽉ ⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

変 更 前  

変 更 後  

不承認の 
理  由 

 



第 １ ０ 号 様 式 （ 第 １ １ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 交 付 申 請 取 下 書 
 

  年  ⽉  ⽇ 
（あて先）⻑崎市⻑ 
 
 

住  所 
 
 

氏  名 
 
 

⻑崎市補助⾦等交付規則第７条第１項又は⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦交付要綱
第１１条第１項の規定により次のとおり取り下げます。なお、提出した書類に関しては返却
を求めません。 

交 付 決 定 年 ⽉ ⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

取下理由  



第 １ １ 号 様 式 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）

工 事 完 了 証 明 書 
 

  年  ⽉  ⽇ 
 
（あて先）⻑崎市⻑ 
 

施工業者 所 在 地 
 

氏名・名称 
 

連 絡 先 
（電話番号） 

 
 
 下記の工事について、完了したことを証明いたします。 
 

記 
 
１ 施 主 氏 名 
 
２ 住宅の所在地 
 
３ 施 工 内 容 
 
 
 
 
 
 
４ 工 事 期 間   着工⽇        年  ⽉  ⽇ 

完工⽇        年  ⽉  ⽇ 



第 １ ２ 号 様 式 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）

完 了 実 績 報 告 書 
 

  年  ⽉  ⽇ 
（あて先）⻑崎市⻑ 
 
 

住  所 
 
 

氏  名 
 
 

⻑崎市快適住まいづくり⽀援費補助⾦交付要綱第１２条第２項の規定により関係書類を添
えて報告します。 

交 付 決 定 年 ⽉ ⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

完了年⽉⽇ 年  ⽉  ⽇ 

添 付 書 類 

 
 
 
 
 
 

振 込 口 座 

⾦ 融 機 関 名 ⽀店（⽀所）名 

銀   行  

⾦庫・組合  

 

⽀店  

預 ⾦ 種 別 口 座 番 号 

普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他 

 
       

口座名義人 

 



第 １ ３ 号 様 式 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）

補 助 ⾦ 確 定 通 知 書 
 

第       号 
  年  ⽉  ⽇ 

 
住所   
氏名           様 

 
⻑崎市⻑            

 
 

    年  ⽉  ⽇付けで実績報告のあった補助事業等については、次のとおり補助⾦
の額を確定したので、通知します。 

交 付 決 定 年 ⽉ ⽇   年  ⽉  ⽇ 交 付 決 定 番 号  

補助年度     年度 

補助⾦の交付決定⾦額 円 

補 助 事 業 等 の 経 費 精 算 額 
(補助対象⾦額) 

円 

補助⾦の交付確定⾦額 円 

 


